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生産資材の長期的な価格高騰による原木しいたけ生産者の経営への影

響緩和のため、高騰した生産資材経費（種駒）に対して支援します！

原木しいたけ種駒購入サポート事業
－宮崎県 令和７年２月補正－

㊟予算上限に達した場合、支援額は定額ではなく按分適用となります

（１）種駒の種類は、原木しいたけであること
（２）県内在住であること
（３）県内で自ら原木しいたけの生産を行っている者
（４）各地域の生産部会（振興会）に所属している者
（５）１万駒以上植菌した生産者

支援
対象者

支援の
金額 ½×支援額 補助単価

0.8駒/円 種駒購入数×＝

令和８年1月～令和８年５月に購入する種駒

問い合わせ・ご相談は･･･
管轄のJAみやざき各地区本部 または 県出先事務所 まで

事業
イメージ

－Step１－
支援対象者に該当する
かJA各地区本部へ確認

－Step２－
該当する場合は、
JA各地区本部・生産部会
（振興会）が、本人に代わ
り県へ申請をする

－Step３－
JA各地区本部・生産部
会（振興会）が、支払いに
向けて県との事務処理を
進める

－Step４－
県の採択後、JA各地区
本部・生産部会（振興会）
を通じて支払い

＼支払時期／
事務処理が完了次第、順次支払い

期間内に1万駒
以上購入してる？


